
（市町村振興宝くじ販売促進ＰＲ） 

 当協会の会議室賃貸事業は、サマージャンボ宝くじの収益金で運営されています。 

 宝くじの購入は神奈川県内で！！ 

会 議 室 ご利 用 の皆 さま 
 

 

神奈川自治会館３階会議室の予約方法が平成２８年２月１日予約分（平成２８年４

月１日使用分）からインターネットからの申し込みに変ります。  

会議室の予約受付は原則、協会ホームページの予約サイトからの申込みのみとなりま

す。 

 

 

１ 予約受付期間 

 

 現 行 ： 使用予定日の２カ月前の１日（当該日が休館日は翌開館日） 

午前８時30分から午後５時15分まで 

 

   変更後 ： 使用予定日の２カ月前の同日から使用予定日の８日前まで 

（当該日がない場合、休館日の時は翌開館日） 

午前９時から午後４時まで 

 

    

 

 

 

 

 

２ 予約受付方法 

 

現 行 ： お電話若しくは直接ご来館 

 

   変更後 ： 市町村振興協会ホームページ（http://www.ks-sinko.or.jp/）の会議室予約サイト 

       （詳しくは、市町村振興協会ホームページ トップページ → 協会からのお知らせ 

        をご覧いただくか、市町村振興協会にお問い合わせください。） 

          

３ 利用承認等  

① ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約に係る会議室使用承認は、予約受付後にメールにてご連絡いたします。 

② 会議室使用料の納付については従来通りです。 

 

 

   

 

 

 

 

公益財団法人神奈川県市町村振興協会 

平成27年 11月 

例えば、使用予定日が平成 28年４月 28日（木）の場合は、次のとおりとなります。 

 

    平成 28年２月 29日（月）午前９時から 

    平成 28年４月 20日（水）午後４時まで 

＊ 神奈川自治会館の会議室は、市町村が使用するための施設です。 

  市町村関係団体の先行予約を受け付けており、予約受付開始日の申し込みであっても、利用で 

きない場合がありますのでご理解ください。 

http://www.ks-sinko.or.jp/

